様式第１号（第２条関係）
空家等管理活用支援法人指定（更新）申請書
年　　月　　日

　高梁市長　　　　　　様
法人の住所
　　　　法人の名称又は商号
代表者氏名
　　　　　　　事務所又は営業所の所在地
　空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）第２３条第１項の規定による空家等管理活用支援法人の指定（更新）を受けたいので、下記のとおり、誓約事項を誓約のうえ申請します。
記
１　誓約事項
（１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）がその事業活動を支配するものでないこと。
　（２）役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
ア　未成年者
イ　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ　拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者
エ　心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
オ　暴力団員等

２　空家等管理活用支援法人として行おうとする業務
· 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助
（□空家等の所有者等の依頼に応じて、建築士、宅地建物取引士及び不動産鑑定士と連携して行う
空家等の活用及び管理に関する活動）
（□所有者等の依頼に応じて、弁護士、司法書士、行政書士及び土地家屋調査士と連携して行う相続
及び登記に関する活動）
· 委託に基づく、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務
· 委託に基づく、空家等の所有者等の探索
· 空家等の管理又は活用に関する調査研究
· 空家等の管理又は活用に関する普及啓発
（裏面に続く）
· その他、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務
（□行政又は地域と連携した空き家の発生抑制に関する活動）

３　添付書類
· 定款　
· 登記事項証明書
· 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
· 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
· 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
· 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
· これまでの空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面
· 法第２４条各号に規定する業務に関する計画書
· 当該事業の実施体制
· その他、業務に関し参考となる書類

※該当する□にレ印を記入してください。


[bookmark: _Hlk216191253]様式第２号（第３条関係）
第　　　　　号
年　　月　　日
空家等管理活用支援法人指定（更新）書
　法人の住所
法人の名称又は商号　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高梁市長

[bookmark: _Hlk219480378]　　　年　　月　　日付の申請については、審査の結果適正であるので、下記のとおり空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第２３条第１項の規定による空家等管理活用支援法人として指定（更新）します。

記

　１　法人の名称又は商号：
　２　法人の住所：
　３　事務所又は営業所の所在地：
　４　業務内容：
５　指定の期間：


様式第３号（第３条関係）
第　　　　　号
年　　月　　日
空家等管理活用支援法人不指定書
　法人の住所
法人の名称又は商号　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高梁市長

　　　年　　月　　日付の申請については、審査の結果、次の理由により指定しないことに決定しましたので、高梁市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱（令和８年高梁市告示第７号）第３条第２項の規定により通知します。

理由




教示
１　この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に、高梁市長に対して審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。
２　この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、高梁市を被告として（訴訟において高梁市を代表する者は高梁市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。


様式第４号（第５条関係）
年　　月　　日
名称等変更届出書
　高梁市長　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　空家等管理活用支援法人の名称又は商号
　　　　　　代表者氏名
　空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第２３条第３項の規定により届け出ます。

	変更予定年月日
	　　　年　　　月　　　日

	変更する事項
	□法人の名称又は商号
□法人の住所
□法人の事務所又は営業所の所在地

	変更の内容
	変更前
	

	
	変更後
	

	変更の理由
	


※該当する□にレ印を記入してください。


様式第５号（第５条関係）
年　　月　　日

業務変更届出書

　高梁市長　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　空家等管理活用支援法人の名称又は商号
　　　　　　代表者氏名

　高梁市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱（令和８年高梁市告示第７号）第５条第３項の規定により届け出ます。

	変更予定年月日
	　　　年　　　月　　　日

	変更の内容
	変更前
	

	
	変更後
	

	変更の理由
	





[bookmark: _Hlk216192237]様式第６号（第６条関係）
年　　月　　日

業務廃止届出書

　高梁市長　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　空家等管理活用支援法人の名称又は商号
　　　　　　代表者氏名

　空家等管理活用支援法人の業務を廃止したので、高梁市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱（令和８年高梁市告示第７号）第６条第１項の規定により届け出ます。

	廃止年月日
	　　　年　　　月　　　日

	廃止の理由
	





様式第７号（第９条関係）
第　　　　　号
年　　月　　日

指定取消書

　空家等管理活用支援法人の名称又は商号
代表者氏名　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高梁市長

　空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第２５条第３項の規定により、空家等管理活用支援法人の指定を取消します。

	指定取消年月日
	　　　年　　　月　　　日

	指定取消の理由
	





教示
１　この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に、高梁市長に対して審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。
２　この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、高梁市を被告として（訴訟において高梁市を代表する者は高梁市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
